
                        2015年12月17日（木） 
                                                                  連合山形女性委員会 大沼 香絵 

                齋藤 奈緒子  
 

1 

2015年度山形大学「寄付講座」資料 

連合山形女性委員会 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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    =沿革= 
1925 兵庫県神戸市脇浜町（現神戸市中央区）に「日

本エヤ－ブレーキ株式会社」創業 

1933 自動車用オイルブレーキを日本で初めて国産
化し，製造・販売を開始 

1937 日本で初めて商用車用エアブレーキの製造・販
売を開始 

1972 日本で初めて自動車用エアドライヤの開発に成
功 

1991 山形県村山市に山形工場を設立 

1992 社名を「株式会社ナブコ」に変更 

1999 オイルブレーキ事業をボッシュブレーキシステ
ム（株）（現ボッシュ）へ譲渡 

2004 タイ・サムットプラカーン県にNabtesco 
Automotive Products (Thailand) Co., 
Ltd.(NAPT)設立 

株式会社ナブコとTSコーポーレーション株式会
社（旧帝人製機（株））が合併し、「ナブテスコ株
式会社」発足。「自動車カンパニー」と改称 

2009 ナブテスコ株式会社の100%出資により、「ナブテ
スコ オートモーティブ株式会社」設立 

2013 インド北部 パンタナガールに Minda Nabtesco 
Automotive Private Limited（ＭNAP)設立 

会社概要 

設立 2009年12月29日 

国内拠点 本社：東京都千代田区 

技術：神奈川県横須賀市 

生産：山形県村山市 

従業員数 

組合員数 

303名（2015年8月時点） 

男性138人、女性19人 

連合山形女性委員会 

ナブテスコオートモーティブ（株） 

ナブテスコ（株） 5,552名（連結） 
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2010年2月 ナブテスコ労働組合より脱退 
 

   〃    ナブテスコオートモーティブ 
        労働組合結成 

 

ナブテスコオートモーティブ労働組合 

連合山形女性委員会 

労使合同で芋煮会の開催 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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ＪＡＭは、連合を構成する産業別労働組合
のひとつで、５番目の規模、３５万人の組織
です。 
 

ものづくりと中小労働者を代表して、働く仲
間の視点に立った主張・行動を展開してい
ます。 

連合山形女性委員会 

労働組合の基礎知識 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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労働組合の基礎知識 

連合女性委員会は、女性組合員を対象に
した、女性のための組織です。 
 

各構成組織（産業別労働組合）から選出さ
れた女性組合員で構成しています。 
 

女性の問題等の課題の共有化や課題解
決に向けた行動を行っています。 

連合山形女性委員会 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　



6 

 
 

 

① 働く女性の現状と課題 
 

② 男女がともに働ける社会をめざして 
 

③ 連合山形女性委員会の取り組み 
 
 
 

 

連合山形女性委員会 

本日の内容 



7 連合山形女性委員会 

働く女性の現状と課題 就業率 

「Ｍ字カーブ」とは、子育て期間中にいったん離職。 
子育てが一段落してから、仕事復帰することが描かれているカーブのことです。 
 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　



8 連合山形女性委員会 

働く女性の現状と課題 育休取得率 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　



9 連合山形女性委員会 

6週間 8週間 原則、子どもが 
１歳になるまで 

要件付、
取得可能 

産前・産後休業 育児休業 

出産 １歳 １歳６か月 

①働く女性の現状と課題 産休・育休とは 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　育児休業は1歳6ヶ月になるまで延長ができます．ただしこれには育児介護休業法上以下の条件があります．保育所に入所を希望し，申込みをしているが，入所できない場合子の養育を行っている配偶者が，やむを得ない事情で養育が困難となった場合父母がともに育児休業を取得」する場合とは、�　　○父母が同時に育児休業を取る場合　のみならず�　　○父母が交代で育児休業を取る場合　も含みます。 　　そして、この場合には、子が１歳２ヵ月まで育児休業を可能�　　とする育児・介護休業法の改正がありました。�　　（従来は原則１歳まで） つまり、父親の育児参加により、従来より育児休業期間を�　　２ヵ月延長可能とすることで、取得率の低い男性の育児休業�　　取得を促そうとするものです。 　　このように、夫婦で育児休業を取る場合の休業期間の延長を�　　パパ・ママ育休プラスと厚生労働省が名付けました。 　　なお、父母１人ずつが取得できる休業期間（母親の産後休業�　　期間を含む）の上限は現行どおり１年間が原則です。 　　 ２．さらに、育児休業は「連続した」１回の取得が原則ですが、�　　父親が産後８週間以内に育児休業（パパ休暇）を取得した�　　場合には、再度育児休業を取得できるようになりました。 �　　（再度の休業期間もあわせて１年を超えない範囲で） 



10 連合山形女性委員会 

夫の家事・育児参加
が進んでいない 

働く女性の現状と課題 
 家事・育児の時間 

末子6歳未満世帯の週平均時間 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　



11 連合山形女性委員会 

働く女性の現状と課題 男性の働き方 
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30代男性数 

全雇用者割合 

30代男性割合 

２倍の差 

（資料出所）総務省「労働力調査」 



12 連合山形女性委員会 

週６０時間就業 
  
   １日８時間 × ５日 ＝ ４０時間 
      残業           ２０時間 
                                            合計  ６０時間 
 
        

１日平均 ４時間の残業 

働く女性の現状と課題 男性の働き方 



13 連合山形女性委員会 

働く女性の現状と課題 性別役割分業   

仕事 

家庭 



14 連合山形女性委員会 

セクシャルハラスメント パタニティハラスメント 

働く女性の現状と課題 ハラスメント  

マタハラ パワーハラスメント 



15 連合山形女性委員会 

将来もらえる年金にも格差が！！ 

働く女性の現状と課題 男女の格差    
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資料出所：厚生労働省「平成23年賃金構造基本統計調査より」 

千

連合山形女性委員会 

働く女性の現状と課題 男女間賃金格差  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　



17 連合山形女性委員会 

 

４０歳   男性正社員  ３７.５万円 
           女性正社員  ２７.６万円 
                         差           ９.９万円（1ｹ月）  
 
         

４０歳   男性正社員  ３７.５万円 
           女性非正規  １７.５万円 
                         差        ２０.０万円（1ｹ月）   
 
        

１年間２４０.０万円の差 

１年間１１８.８万円の差 

働く女性の現状と課題 男女間賃金格差  
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●仕事の与え方に傾向的な男女別取扱 
 
●出産・育児を主たる原因とするｷｬﾘｱ形   
  成や昇進昇格の遅れがそのまま放置 
 
●家族手当・住宅手当の世帯主支給要件 
 きゃりあ 

連合山形女性委員会 

働く女性の現状と課題  
男女間賃金格差が生まれる要因 



19 連合山形女性委員会 

働く女性の現状と課題 公務・教職員  

全体 女性 比率 全体 女性 比率 全体 女性 比率 全体 女性 比率
人 人 人 人 人 人 人 人

校長 260 28 10.8% 101 3 3.0% 12 1 8.3% 53 6 11.3%

教頭 260 27 10.4% 101 2 2.0% 12 3 25.0% 53 6 11.3%

※　２０１５年　県教組・高教組調査

小学校 中学校 特別支援 高等学校



20 連合山形女性委員会 

働く女性の現状と課題 公務・教職員  
各種制度について 

○家族看護休暇（特休） 
 ①短期介護休暇 １年度に５日 
 ②家族看護休暇 １年度に５日 
       （１時間単位取得可） 

○妊娠中の通勤緩和休暇 
    妊娠中の休憩・休息（特休） 
・正規の勤務時間の始め終わりに１時間（単位） 
もしくは分割取得可能。 
 

○子ども看護休暇（特休） 
 ①子の負傷・疾病のための看護 
    （中学校就学前まで） 
 ②３歳児検診等の健康診査、予防接種等 
    （小学校就学前まで） 

○リフレッシュ特休 
 ・３０歳（５日）、４０歳（５日）、５０歳（５日） 
 ・分割取得可能 

１年度に５日 

○ボランティア休暇（特休） 
 ・１歴年 ５日以内 
  



21 連合山形女性委員会 

三世帯同居率？ 
 

全国（  ）位 （     ）％ 
 
※総務省「国勢調査」（平成２２年） 

 
 

山形ご当地クイズ 



22 連合山形女性委員会 

男性の育児時間は？ 
         （男性の週全体における育児の平均です。） 
 

全国（   ）位 （   ）分 
 
 １日にすると （   ）分 
 
※総務省「社会生活基本調査」（平成２３年） 

 
 
 
 
 

 

山形ご当地クイズ 



23 連合山形女性委員会 

夫婦共働き世帯割合は？ 
 

全国（   ）位 （   ）％ 
 
 
 
※総務省「国勢調査」（平成２２年） 

 
 

山形ご当地クイズ 



連合山形女性委員会 24 

 
①仕事と生活の調和 
 
②多様な仲間の結集と労働運動の活性化 
 
③働きがいのある人間らしい仕事の実現と 
 女性の活躍促進 



25 連合山形女性委員会 

男女がともに働き続けられる社会 
(  

①仕事と生活の調和 
  

 ●性別役割分業意識の改革 
   

 ●妊娠・出産・介護を理由に離職しないよう 
                   職場環境の整備 
 

 ●長時間労働の慣習の見直し 
 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
イクメン　なども含む



26 連合山形女性委員会 

②多様な仲間の結集と労働運動の活性化 
 
 
 
 

 

あらゆる立場の人の意見を 
 

出来るだけ多く聴くことが大事 
 

当然、女性の声も大事です！！ 

男女がともに働き続けられる社会 



27 連合山形女性委員会 

男女がともに働き続けられる社会 
(  

②多様な仲間の結集と労働運動の活性化 
 

  ● 連合山形女性委員会の取り組み 
①春季生活闘争の取り組み 
     「学習会」「３．８国際女性デー」の周知 
 

②山形労働局雇用均等室への要請行動 
 

③女性のためのなんでも労働相談 
 

④連合山形三役との直接対話 
 

⑤女性委員会ニュースの発行 



28 連合山形女性委員会 

  

連合山形女性委員会の取り組み 

①春季生活闘争の取り組み 
       「学習会」「３．８国際女性デー」の周知 
 
                           【第１部】２０１５春闘 学習会 （２０１５年３月７日（土）） 
 

                            ◎講 演  
                         女性リーダー育成・スキルアップセミナー 
                           「日常を振り返り、職場で実践」 
                        講 師 オフィス・ケイ代表 三沢佳代さん 
 
                     【第２部】街頭行動 「デモ行動」と  
                              「３．８国際女性デーの周知行動」 
                            
                                                    「チラシ」と 
                                         「ばらの花」を配布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(  

  

連合山形女性委員会の取り組み 

②山形労働局雇用均等室へ 
 

「働く女性の活躍促進に関する」 
       要請行動（2015年6月11日） 

 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 

29 連合山形女性委員会 
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(  

連合山形女性委員会 

連合山形女性委員会の取り組み 

③女性のための全国一斉労働相談ダイヤル 
                           （6月11.12日） 
 
   

２０１５年 
６月１１－１２日 労働契 

約関係 
賃金 
関係 

 
労働時 
間関係 

雇用 
関係 差別等 その他 

相談件数計１７件 
 １件  ２件  １件  １件  １０件  ２件 

比率 5.9％ 11.8％ 5.9％ 5.9％ 58.8％ 11.8％ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
少子高齢社会の中、女性の活躍かますます社会に求められている中、誰にも相談できず、「セクハラ」や「マタハラ」に悩む女性が多い現状を踏まえ、連合は、働く女性のパワーアップを促す取り組みとして、全国一斉に労働相談ダイヤルを開催しました。相談を受ける側に女性委員会のメンバーを配置しての相談体制としました。６月は「男女平等月間」としているため、あえて６月に要請行動と相談を受けました。
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(  

連合山形女性委員会 

  

連合山形女性委員会の取り組み 
④連合山形三役との直接対話 
 

☆ 対話内容 
 １．「トップリーダー男女平等参画推進宣言」を基に進捗状況と具体的な取り組み状況。 
 ２．産別・単組とも組合における女性役員が少ない。企業での女性管理職は増えたか。 
  組合では何をしてきたか。 
   男性中心の職場でも女性職員はいる。女性役員が居ない場合、女性が働きやすい職場に 
  していく対策は？ 
 ３．連合山形第４次アクションプランについて、組織で確認されていない。 
  確認されても検討されていない。なぜ？ 
 ４．ハラスメント防止策について 
 ５．男性の育児休職の取得が進まない現状についての対策は？（介護含む） 
 ６．組合活動自体のワークライフバランスは？ 
 
 
 
 
 



(  

連合山形女性委員会の取り組み ⑤ 女性委員会ニュースの発行 
   

32 



(  

連合山形女性委員会の取り組み 

33 



連合山形女性委員会 34 

男女がともに働き続けられる社会 

③働きがいのある人間らしい仕事 
   （ディーセントワーク）の実現と 
               女性の活躍促進 
 

  ●ディーセントとは？ 
  ・権利が保障される仕事 
  ・十分な収入を生み出す仕事 
  ・適切な社会的保護が与えられる仕事 
  ・十分な仕事があること 

Ｄｅｃｅｎｔ Ｗｏｒｋ ｆｏｒ Ａｌｌ！！ 
 
 
 
 
 
 



35 連合山形女性委員会 

男女がともに働き続けられる社会 

③働きがいのある人間らしい仕事の実現と 
 女性の活躍促進 
 
 ●雇用における男女平等の実現 
   
 ●女性の参画を阻む構造的問題の解消 
 
 ●働きやすい職場づくり 
  
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
イクメン　なども含む



36 連合山形女性委員会 

世代や性別を超えて 
 

男女がともに 
 

働きやすい社会 

私たち（労働組合）がめざす社会 



37 連合山形女性委員会 

 
 
 

 

女性も変わろう！ 

●自分の意思や状況を、明確に伝えよう 
 
● 「どうせ私は」という被害意識を 
   止めよう 
 

●出産や子育ての経験を、仕事に 
   活かそう。 
 
 
 
 

 



38 連合山形女性委員会 
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